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職場におけるパワーハラスメント対策、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産等に関するハラ
スメント対策、育児・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です！

〇面接相談
日 時：毎月第2、第4水曜日

午後1時30分~4時30分
相談時間：1回50分
場 所：かながわ労働センター

横浜市中区寿町1-4かながわ労働
プラザ2Ｆ

〇オンライン相談
日 時：希望日

午前9時~午後11時の
希望時間

相談時間：1回50分
実施方法：Zoom

詳細はこちら（厚生労働省ホームページ）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/k
oyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

職場におけるパワーハラスメント防止のため事業主が講ずべき措置（義務）など

◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に
周知・啓発すること

②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働
者に周知・啓発すること

◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること

◆ そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に
周知すること

⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に
周知・啓発すること

神奈川県かながわ労働センターでは働く人のメンタルヘルス相談を実施しています！
職場のストレスやハラスメント、職場復帰の不安等お気軽にご相談ください。

職場におけるハラスメント対策はできていますか？

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html


お悩みや疑問をサイトの専用フォームからお寄せくだ

さい。専門の相談員がお役立ち情報をご提供します。

育児休業の取得・育児休業からの復帰、再就職活動に向けての疑問に

お答えしているQ&A集です。

マザーズハローワークでの再就職セミナーやイベントのほか、再就職

に役立つ研修などの最新の情報を掲載しています。

お住まいの地域の自治体の保育所情報や再就職支援情報をまとめて

検索できます。

メール相談の受付

Q&A・よくある

質問の確認

セミナー・イベント

等の確認

再就職支援情報

保育情報の確認１

2

3

4

仕事と育児カムバック支援サイトでできること

・産休・育児休業から復帰を予定している女性

・育児等を機に退職し再就職を目指す女性

・働きたいと思っている子育て中の女性の再就職を支援するサイトです。

仕事と育児カムバック支援サイトとは？

カムバック支援サイトをご活用ください

仕事と育児
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仕事と育児カムバック支援サイト URL: https://comeback-shien.mhlw.go.jp/

企業等の奨学金返還支援制度を活用して、
人材確保・定着を目指しませんか？

若手人材に“選ばれる”企業へ！

企業等の奨学金返還支援（代理返還）制度とは？
従業員の奨学金返還残額を、企業等が日本学生支援機構へ直接送金する制度です。

こんなお悩みありませんか？

・離職者が多い

・若手人材の確保に苦戦している

・企業等イメージを高めたい

「従業員に代わって、企業等が奨学金
返還を行う制度」で若手にアプローチ！

今、福利厚生や待遇面を基準に会社を選ぶ学生が

増えています。学生の関心が高い「奨学金返還支援

（代理返還）制度」の導入で、採用力向上、雇用安定さ

らに税制上のメリット、企業等価値向上も見込めます。

詳細はホームページをご確認ください。URL: https://dairihenkan.jasso.go.jp/

【問い合わせ】
独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業戦略部 奨学事業総務課
電話：03-6743-6029 月～金 午前９時～午後5時（土日祝日・年末年始を除く）

https://comeback-shien.mhlw.go.jp/
https://dairihenkan.jasso.go.jp/
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～企業名・商品名を貸室の愛称に！～

藤沢市では、地域活動の拠点である市民センターの貸室の一部において、企業名や商品名を冠

した愛称を付けることができるネーミングライツパートナーを募集しています。

貸室に愛称が付くことにより、購入される企業の皆様の地域づくりのパートナーとしての貢献

が可視化されるとともに、地域に浸透する取組をめざします。なお、購入される金額は、地域の

特性を生かして実施する「まちづくり事業費」の一部に充てられます。

https://www.city.fujisawa.kanag

awa.jp/jiti-s2/naming-rights.html

問い合わせ 藤沢市市民自治推進課 電話：0466-50-3516

施設名 貸室名
令和６年度

延べ利用者数

六会市民センター
ホール 43,148人

体育室 30,918人

片瀬市民センター ホール 32,757人

片瀬しおさいセンター 体育室 29,569人

明治市民センター ホール 63,245人

御所見市民センター 体育室 26,557人

長後市民センター
ホール 31,545人

体育室兼ホール 28,692人

湘南台市民センター ホール 44,006人

ネーミングライツパートナーを募集しています

市民センター貸室の

詳しくは藤沢市のホームページをご覧ください。

【募集概要】

対象施設…市民センターの貸室（一部）

契約期間…愛称の使用開始日から２０２８年３月３１日まで

対象者

15歳～39歳で、藤沢市在住・在学の方。（中学生は不可）

※18歳未満の方は、親権者等の同意が必要です。

※高等学校等に在学中の方は、学校長の承諾が必要です。

講習期間
おおむね５日以内

※講習時期、講習時間等については体験先の事業所によって異なります。

受講料
無料

※受講の際には、普通傷害保険にご加入いただきます。（受講者負担なし）

体験職種
様々な職種の団体が所属していますので、詳細は藤沢市技能職団体連絡協議会事務局にお

問い合わせください。

奨励金の支給
講習終了後、実績日数に応じた奨励金を支給します。（講習一日あたり1，000円）

※賃金及び交通費は支給しません。

申し込み

問い合わせ

藤沢市技能職団体連絡協議会事務局

電話：0466-90-3444（月曜日～金曜日（木曜日・祝日除く）午前９時～午後６時）

FAX：0466-90-3466

職人版インターンシップのご案内（技能職職場体験講習）

申し込み方法…電子申請（e-kanagawa）よりお申し込み

ください。

市では、藤沢市技能職団体連絡協議会と連携して、技能職を希望する若年者に、優秀な技能者

（職人）を紹介し、実際の仕事場（事業所）で体験講習を行う職人版インターンシップ（技能職職場体

験講習）を実施しています。「職人の仕事」に興味のある若年者の方々、職人の経験談を直接聞き、

その技を間近で見て、職業選択の幅を広げてみませんか。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jiti-s2/naming-rights.html


高温で溶かした金属を型に流
し込み、冷やして固める鋳物
製作を体験します。

と き 8月7日(金)
午前10時～午後3時

③鋳物教室

自動車のデザインを検討する
際に使用する模型を粘土で製
作します。

と き 8月20日(木)
午前10時～午後3時

④クレイモデル教室

金属製の板材で小皿とネーム
プレートを製作します。

と き 7月28日(火)
午前10時～午後3時

②板金教室

藤沢マイスターの松井純一氏の講話、レゴ®を使ったクルマの生産
ミニライン作業体験などを行います。
講 師 令和５年度認定 藤沢マイスター

松井純一氏（機械加工）
内 容 工場見学・いすゞプラザ見学、マイスター講話ほか
と き 7月22日(水)午前10時～午後3時
ところ いすゞ自動車藤沢工場（いすゞプラザ）
費 用 無料
対象・定員 市内在住・在勤・在学の

小学4年生以上の子（小学生のみ）と保護者10組
申し込み 7月14日(火)締切り
抽選結果 7月15日(水)予定（全員にお知らせします）

全国的に若者のものづくり離れが深刻化しているなか、次世代ものづくり人材育成に向け、市と
いすゞ自動車株式会社が連携して様々なイベントを実施し、子どもや若者にものづくりの楽しさを
伝え、ものづくりに興味関心を持ってもらうことを目的としたプロジェクトです。

みんなで創ろう「運ぶ」の未来プロジェクト

問い合わせ
藤沢市 産業労働課 労政担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎８階
電話 ：0466-50-8222 FAX：0466-50-8419
Email：fj3-indus@city.fujisawa.lg.jp

①藤沢マイスター講話・生産ミニライン体験

内 容 工場見学・いすゞプラザ見学、製作体験など
ところ いすゞ自動車藤沢工場（いすゞプラザ）
費 用 無料
対象・定員 市内在住・在勤・在学の

小学4年生以上の子（中学生３年生まで）と保護者15組
申し込み 7月17日(金)締切り
抽選結果 7月21日(火)予定（全員にお知らせします）

お申込みはこちら


